
 1 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会 

○議長（横井良隆君） 

 ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達していますので、ただいまから令和２

年12月大治町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、５番 議員、６番松本英隆

議員を指名いたします。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から会期の報告を求めます。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

 議長。 

○議長（横井良隆君） 

 議会運営委員長、どうぞ。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

  ６番松本英隆です。議会運営委員会は11月24日に開会し、令和２年12月定例会の日程

を本日から12月18日までの17日間と決定いたしましたので御報告いたします。 

○議長（横井良隆君） 

  お諮りします。 

  議会運営委員長の報告どおり、会期は本日から12月18日までの17日間とすることに御

異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から12月18日までの17日間と決定をい

たしました。 

 

  日程第３、議案第60号から日程第８、議案第65号までを一括議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 
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  町長、どうぞ。 

○町長（村上昌生君） 

  議案第60号大治町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の制定について。 

  大治町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を別紙のと

おり制定するものとする。令和２年12月２日提出、大治町長。 

  この案を提出するのは、公職選挙法の一部改正による選挙公営の対象範囲拡大に伴い、

立候補に係る環境の改善を図るため必要な事項を定めるためでございます。 

 

  議案第61号大治町遺児手当支給条例の一部を改正する条例について。 

  大治町遺児手当支給条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。令和２年12月２

日提出、大治町長。 

  この案を提出するのは、愛知県遺児手当支給規則の一部改正に伴い所要の規定の整理

を行うためでございます。 

 

  議案第62号令和２年度大治町一般会計補正予算。 

  令和２年度大治町一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。 

第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億1701万3000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140億9067万5000円とする。 

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年12月２日提出、

大治町長。 

今回の補正の主な内容は、歳出におきましては、総務費において、地区集会所建設事

業費補助金として10万円、システム改修等業務委託料として225万5000円増額し、八ツ屋

防災コミュニティセンター及び砂子東部防災ふれあいセンターの網戸設置工事として164

万1000円を計上し、民生費において、障害福祉サービス費として7131万2000円、介護保

険特別会計（保険事業勘定）へ繰り出しを90万1000円増額し、衛生費において、新型コ

ロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査における検体採取を行うための費用として、医師

謝礼及び看護師謝礼を28万円計上し、各種予防接種委託料として1394万9000円増額し、

農林水産業費において、長牧調整池公園に防犯カメラを設置するため、防犯カメラ設置

工事として71万2000円を計上し、教育費において、小中学校の修学旅行キャンセル料補

助金として159万円を計上し、緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備のため、

一般校具備品として78万7000円を計上し、その他各種国庫・県負担金の返還金として76

万2000円を計上するものでございます。 

これらの財源としましては、国・県支出金、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入を
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充てるものでございます。また、今回の補正により生じた余剰一般財源５億1235万9000

円を財政調整基金に積み立てるものでございます。 

 

  議案第63号令和２年度大治町国民健康保険特別会計補正予算。 

  令和２年度大治町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

  第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ654万4000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億8924万7000円とする。 

  第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年12月２日提出、

大治町長。 

  今回の主な補正の内容は、歳出におきましては、過年度の一般会計繰入金の返還金と

して7679万3000円を増額し、一般被保険者療養給付費として6304万6000円を減額するも

のでございます。 

  これらの財源としましては、その他繰越金を充てるものでございます。 

 

議案第64号令和２年度大治町介護保険特別会計補正予算。 

令和２年度大治町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条第１項、保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ620万

4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億8284万7000円とする。 

第１条第２項、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年

12月２日提出、大治町長。 

今回の補正の主な内容は、歳出におきましては、海部東部消防組合負担金として124

万1000円、一般会計繰出金として475万4000円を増額するものでございます。 

これらの財源として、国庫支出金、繰入金及び諸収入を充てるものでございます。 

 

  議案第65号令和２年度大治町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

  令和２年度大治町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

  第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ255万3000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億4230万1000円とする。 

  第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年12月２日提出、

大治町長。 
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  今回の補正の内容は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、一部の保健事

業を中止したことに伴い255万3000円を減額するものでございます。 

 

〇議長（横井良隆君） 

  日程第９、議員派遣の件についてを議題といたします。 

  本件につきましては、お手元に配付いたしました表に基づき、１の内容について議員

を派遣しましたので報告申し上げます。 

 

  日程第10、発議第４号の撤回についてを議題といたします。 

  去る11月24日に後藤田麻美子議員と手嶋いずみ議員から発議第４号について、お手元

に配付のとおり撤回請求書が提出されました。 

  お諮りをいたします。 

  発議第４号の撤回を許可することに御異議ございませんか。 

        ［｢議長、少しお願いします。暫時休憩をお願いします｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  御異議ございませんか。 

        ［｢暫時休憩をお願いします、議長｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時12分 休憩 

午前10時13分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  再度申し上げます。 

  発議第４号の撤回を許可することに御異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、ただいま議題となっています発議第４号の撤回に

ついて、許可することに決定をいたしました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時13分 散会 


